
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラント機器の観測値を蓄積する観測値データベースと、前記プラント機器の情報を蓄
積する機器データベースと、前記プラント機器の点検情報を蓄積する点検情報データベー
スと、前記観測値データベース，前記機器データベース，前記点検情報データベースの観
測値および情報を用いて任意時刻のプラント機器異常を診断する状態診断部と、前記機器
データベースおよび前記点検情報データベースの情報と前記状態診断部で診断した情報と
を用いて前記プラント機器異常がプラント運転に及ぼす影響を評価するプラント運転影響
度評価部と、前記状態診断部および前記プラント運転影響度評価部で得た結果を用いて前
記プラント機器の点検方法および点検時期を決定する点検方法／時期決定部とからなるプ
ラント機器の保守支援装置
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において、
前記状態診断部は、前記観測値データベースに納められている過去の実測値に基づいて

機器のモデルを作成するモデル作成手段と、作成されたモデルを用いて機器の任意の状態
量を計算するモデル計算手段と、前記状態量に基づいて異常確率を計算する異常確率計算
手段とを含み、

前記プラント運転影響度評価部は、故障モード影響度解析によって得られた前記プラン
ト機器の影響度と、前記故障モードを頂上事象とするフォールトツリー解析の結果から得
られる異常要因に対して前記状態診断部で算出される前記異常確率を前記異常要因の発生
確率とし前記故障モードが前記プラント機器の異常によってどれくらいの割合で関与して
いるかを算出した結果と、前記プラント機器がオンライン状態で点検可能であれば１以上



　

ことを特徴とするプラ
ント機器の保守支援装置。
【請求項２】
　プラント機器の観測値を蓄積する観測値データベースと、前記プラント機器の情報を蓄
積する機器データベースと、前記プラント機器の点検情報を蓄積する点検情報データベー
スと、観測できない機器の状態量を推定し、前記観測値データベース，前記機器データベ
ース，前記点検情報データベースの観測値および情報ならびに推定された前記観測できな
い機器の状態量を用いて任意時刻のプラント機器異常を診断する状態診断部と、前記機器
データベースおよび前記点検情報データベースの情報と前記状態診断部で診断した情報と
を用いて前記プラント機器異常がプラント運転に及ぼす影響を評価するプラント運転影響
度評価部と、前記状態診断部および前記プラント運転影響度評価部で得た結果を用いて前
記プラント機器の点検方法および点検時期を決定する点検方法／時期決定部とからなるプ
ラント機器の保守支援装置
　

　

　

ことを特徴とするプラ
ント機器の保守支援装置。
【請求項３】
　 に記載のプラント機器の保守支援装置において、
　前記観測値データベースは、プラントから得られる観測値を点検時期からの経過日数毎
に格納する手段と観測値を前記状態診断部にリアルタイムで転送する手段とを備えたこと
を特徴とするプラント機器の保守支援装置。
【請求項４】
　 のいずれか一項に記載のプラント機器の保守支援装置において、
　前記状態診断部の前記異常確率計算手段は、前記観測値データベースに格納されている
過去の観測値を用いて作成されたモデルを用いて前記プラント機器の任意時刻における観
測値を予測し、その結果を用いて前記プラント機器の任意時刻における異常確率と現時刻
から異常発生までの残り時間とを算出する手段を含むことを特徴とするプラント機器の保
守支援装置。
【請求項５】
　 のいずれか一項に記載のプラント機器の保守支援装置において、
　前記状態診断部の前記異常確率計算手段は、前記観測値データベースに格納されている
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の数値を代入した係数とを用いて、点検可能でなければ１を代入した係数とを用いて、前
記故障モードの影響度と前記故障モードの発生確率と前記点検の係数とを乗算した結果を
前記プラント機器の異常によるプラント運転への影響度の評価値とする手段を含み、

前記点検方法／時期決定部は、前記プラント運転影響度評価部で得られた評価結果が所
定のしきい値を超えかつオンライン状態で点検可能である場合に、前記状態診断部で算出
された異常発生までの残り時間内に点検時期を設定する手段を含む

において、
前記状態診断部は、取得できる実測値に基づいてセンサなどで直接観測できない値を推

定する状態推定手段と、前記観測値データベースに納められている過去の実測値および推
定された前記観測できない機器の状態量に基づいて機器のモデルを作成するモデル作成手
段と、作成されたモデルを用いて機器の任意の状態量を計算するモデル計算手段と、前記
状態量に基づいて異常確率を計算する異常確率計算手段とを含み、

前記プラント運転影響度評価部は、故障モード影響度解析によって得られた前記プラン
ト機器の影響度と、前記故障モードを頂上事象とするフォールトツリー解析の結果から得
られる異常要因に対して前記状態診断部で算出される前記異常確率を前記異常要因の発生
確率とし前記故障モードが前記プラント機器の異常によってどれくらいの割合で関与して
いるかを算出した結果と、前記プラント機器がオンライン状態で点検可能であれば１以上
の数値を代入した係数とを用いて、点検可能でなければ１を代入した係数とを用いて、前
記故障モードの影響度と前記故障モードの発生確率と前記点検の係数とを乗算した結果を
前記プラント機器の異常によるプラント運転への影響度の評価値とする手段を含み、

前記点検方法／時期決定部は、前記プラント運転影響度評価部で得られた評価結果が所
定のしきい値を超えかつオンライン状態で点検可能である場合に、前記状態診断部で算出
された異常発生までの残り時間内に点検時期を設定する手段を含む

請求項１または２

請求項１，２，３

請求項１，２，３



過去の観測値を用いて作成されたモデルおよび観測できない機器の状態量を推定するモデ
ルを用いて前記プラント機器の任意時刻における観測値を予測し、その結果を用いて前記
プラント機器の任意時刻における異常確率と現時刻から異常発生までの残り時間とを算出
する手段を含むことを特徴とするプラント機器の保守支援装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、原子力プラント，火力プラント，化学プラントなどのプラント機器の保守支援
装置に係り、特に、各プラント機器の異常がプラント運転に及ぼす影響度を評価し、その
影響度に基づいて各機器の点検手法および点検時期を決定する手段に関する。
【０００２】
【従来の技術】
原子力プラントに代表される大規模プラントを構成する機器の点検時期を適切に決定する
ことは、古くから検討されている。特に、原子力プラントのように安全性が重視される場
合には、機器故障によるプラントへの影響を考慮して、そのプラント機器の点検時期を決
定する必要がある。
【０００３】
そこで、経年劣化による機器の故障とその機器の故障モードによる影響とを故障モード影
響解析によって評価し、評価値に基づいてそのプラント機器の点検時期を決定していた (
例えば、特許文献１参照。 )。
【０００４】
また、保存されたデータに基づいて経年劣化状態を評価し、その経年劣化がプラントに及
ぼす影響を評価し、経年劣化状態および影響に基づいてそのプラント機器の点検時期を判
定していた (例えば、特許文献２参照。 )。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－００２７８５号公報 (第４－５頁、図１，図５－７ )
【特許文献２】
特開２００１－１２５６２６号公報 (第４－５頁、図１，図２ )
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、プラント機器の故障は、経年劣化だけにより生ずるわけではない。点検時期の決
定には、経年劣化のみならず、プラント機器に異常状態が発生した事象も考慮する必要が
ある。従来は、この経年劣化とは直接関係が無い機器異常について点検時期を決定する方
法がなかった。
【０００７】
一般に、機器故障は、機器のある個所が異常状態となったことが一要因となる。そのため
、保全という観点からは、その異常状態による故障発生を未然に防ぎ、プラントへの影響
を小さくすることが、非常に重要である。
【０００８】
本発明の目的は、経年劣化と関係が無い場合でも、プラント機器が異常に至った際のプラ
ント運転への影響度を的確に評価し、機器の点検手法および点検時期を決定するプラント
機器の保守支援装置を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために、プラント機器の観測値を蓄積する観測値データベ
ースと、前記プラント機器の情報を蓄積する機器データベースと、前記プラント機器の点
検情報を蓄積する点検情報データベースと、前記観測値データベース，前記機器データベ
ース，前記点検情報データベースの観測値および情報を用いて任意時刻のプラント機器異
常を診断する状態診断部と、前記機器データベースおよび前記点検情報データベースの情
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報と前記状態診断部で診断した情報とを用いて前記プラント機器異常がプラント運転に及
ぼす影響を評価するプラント運転影響度評価部と、前記状態診断部および前記プラント運
転影響度評価部で得た結果を用いて前記プラント機器の点検方法および点検時期を決定す
る点検方法／時期決定部とからなるプラント機器の保守支援装置を提案する。
【００１０】
前記状態診断部は、前記観測値データベースに納められている過去の実測値に基づいて機
器のモデルを作成するモデル作成手段と、作成されたモデルを用いて機器の任意の状態量
を計算するモデル計算手段と、前記状態量に基づいて異常確率を計算する異常確率計算手
段とを含むことができる。
【００１１】
本発明は、また、上記目的を達成するために、プラント機器の観測値を蓄積する観測値デ
ータベースと、前記プラント機器の情報を蓄積する機器データベースと、前記プラント機
器の点検情報を蓄積する点検情報データベースと、観測できない機器の状態量を推定し、
前記観測値データベース，前記機器データベース，前記点検情報データベースの観測値お
よび情報ならびに推定された前記観測できない機器の状態量を用いて任意時刻のプラント
機器異常を診断する状態診断部と、前記機器データベースおよび前記点検情報データベー
スの情報と前記状態診断部で診断した情報とを用いて前記プラント機器異常がプラント運
転に及ぼす影響を評価するプラント運転影響度評価部と、前記状態診断部および前記プラ
ント運転影響度評価部で得た結果を用いて前記プラント機器の点検方法および点検時期を
決定する点検方法／時期決定部とからなるプラント機器の保守支援装置を提案する。
【００１２】
前記状態診断部は、取得できる実測値に基づいてセンサなどで直接観測できない値を推定
する状態推定手段と、前記観測値データベースに納められている過去の実測値および推定
された前記観測できない機器の状態量に基づいて機器のモデルを作成するモデル作成手段
と、作成されたモデルを用いて機器の任意の状態量を計算するモデル計算手段と、前記状
態量に基づいて異常確率を計算する異常確率計算手段とを含む。
【００１３】
前記観測値データベースは、プラントから得られる観測値を点検時期からの経過日数毎に
格納する手段と観測値を前記状態診断部にリアルタイムで転送する手段とを備える。
【００１４】
前記状態診断部の前記異常確率計算手段は、前記点検方法／時期決定部で得られた結果を
反映して異常確率を計算する手段を含む。
【００１５】
前記状態診断部の前記異常確率計算手段は、前記観測値データベースに格納されている過
去の観測値を用いて作成されたモデルを用いて前記プラント機器の任意時刻における観測
値を予測し、その結果を用いて前記プラント機器の任意時刻における異常確率と現時刻か
ら異常発生までの残り時間とを算出する手段を含む。
【００１６】
前記状態診断部の前記異常確率計算手段は、前記観測値データベースに格納されている過
去の観測値を用いて作成されたモデルおよび観測できない機器の状態量を推定するモデル
を用いて前記プラント機器の任意時刻における観測値を予測し、その結果を用いて前記プ
ラント機器の任意時刻における異常確率と現時刻から異常発生までの残り時間とを算出す
る手段を含む。
【００１７】
前記プラント運転影響度評価部は、プラント運転中に点検可能である場合、該当する前記
プラント機器の影響を考慮して影響度を評価する手段を含む。
【００１８】
前記プラント運転影響度評価部は、故障モード影響度解析によって得られた前記プラント
機器の影響度と、前記故障モードを頂上事象とするフォールトツリー解析の結果から得ら
れる異常要因に対して前記状態診断部で算出される前記異常確率を前記異常要因の発生確
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率とし前記故障モードが前記プラント機器の異常によってどれくらいの割合で関与してい
るかを算出した結果と、前記プラント機器がプラント運転中に点検可能であれば１以上の
数値を代入した係数を用いて、点検可能でなければ１を代入した係数を用いて、前記プラ
ント機器の異常によるプラント運転への影響度を評価する手段を含む。
【００１９】
前記点検方法／時期決定部は、前記プラント運転影響度評価部で得られた評価結果が所定
のしきい値を超えかつプラント運転中に点検が可能である場合に、前記状態診断部で算出
された異常発生までの残り時間内に点検時期を設定する手段を含む。
【００２０】
【発明の実施の形態】
次に、図１～図９を参照して、本発明によるプラント機器の保守支援装置の実施形態を説
明する。なお、これらの実施形態は、本発明を原子力発電プラントに適用した例である。
【００２１】
【実施形態１】
図１は、本発明によるプラント機器の保守支援装置の実施形態１の構成を示すブロック図
である。本実施形態１のプラント機器の保守支援装置は、観測値データベース１と、機器
データベース２と、点検情報データベース３と、状態診断部４と、プラント運転影響度評
価部５と、点検方法／時期決定部６と、表示部７と、保存部８とを備えている。状態診断
部４は、モデル作成手段４１と、モデル計算手段４２と、異常確率計算手段４３とを含ん
でいる。
【００２２】
観測値データベース１は、プラントから得られる観測値を格納している。また、同じ観測
値でも、点検時期から経過した時間毎に観測値を並べ替えることができる。さらに、オン
ラインで状態監視が可能となるように、プラントから得られた観測値を格納するとともに
、状態診断部４にその観測値を送る機能も備えている。
【００２３】
機器データベース２には、プラントの構成機器に関する設計データと、故障および異常と
なる観測値のしきい値と、故障モード影響度解析により予め得られた解析データと、故障
モード影響度解析の各故障モードを頂上現象としたフォールトツリー解析による解析デー
タとが格納されている。
【００２４】
点検情報データベース３は、点検方法と、点検時期の履歴と、オンラインメンテナンスが
可能な場合の点検情報係数 (α )とを格納している。点検情報係数 (α )については、点検方
法／時期決定部６とともに、後で詳細に説明する。
【００２５】
状態診断部４は、機器の任意時刻における異常確率を算出する。状態診断部４の中で、モ
デル作成手段４１は、観測値データベース１に納められている過去の実測値に基づいて機
器のモデルを作成する。モデル計算手段４２は、作成されたモデルを用いて、機器の任意
の状態量を計算する。異常確率計算手段４３は、その状態量に基づいて異常確率を計算す
る。
【００２６】
プラント運転影響度評価部５は、故障モード影響度解析により予め得られた各機器の故障
モードに対応するプラントへの影響度と、各機器の故障モードを頂上現象としたフォール
トツリー解析を実施した結果よる異常影響度とを算出し、状態診断部４で算出した異常確
率と点検情報データベース３に格納されている点検情報係数 (α )とを用いて、プラント運
転への影響度を評価する。
【００２７】
点検方法／時期決定部６は、プラント運転影響度評価部５で得られた評価結果と点検情報
データベース３および状態診断部４から得られた異常発生までの残り時間とを考慮し、各
機器の点検方法および点検時期を決定する。

10

20

30

40

50

(5) JP 3968656 B2 2007.8.29



【００２８】
決定した点検方法および点検時期の情報は、点検情報データベース３と、状態診断部４と
、プラント運転影響度評価部５とにそれぞれ反映される。
【００２９】
特に、状態診断部４では、点検方法および点検時期を考慮したオンラインでの状態監視を
実施し、プラント運転の安全性を確保するための支援が可能となっている。
【００３０】
表示部７は、点検方法／時期決定部６で決定された点検方法および点検時期を表示する。
状態診断部４における診断結果も併せて表示できる。保存部８は、点検方法および点検時
期を決定するまでに用いた情報を一括して保存する。なお、表示部７としては、汎用品の
表示機器を用いることができ、保存部８の構成機器も特殊な物ではない。
【００３１】
したがって、観測値データベース１，機器データベース２，点検情報データベース３，状
態診断部４，プラント運転影響度評価部５，点検方法／時期決定部６をユニットとし、表
示部７および保存部８を外部機器として接続する構成を採用してもよい。
【００３２】
図２は、状態診断部４において異常確率を算出する方法を示す図である。
【００３３】
任意時刻の予測値を得るために、観測値データベース１に格納されている実測値に基づい
てモデル作成手段４１でモデルを作成しておく。モデル作成手段４１では、観測値を状態
量として種々のモデルを使用できる。モデルとしては、ＡＲＭＡモデルなどに代表される
統計的モデル，物理モデル、伝達関数やニューラルネットワークに代表されるブラックボ
ックスモデルなどがあり、各機器から得られる観測値や異常診断の種類に応じて選択する
。
【００３４】
モデル計算手段４２は、得られた実測値を初期値としてモデルに入力し、任意時刻の予測
値を得る。
【００３５】
図２のように、モデルに与える初期値の時刻をｔ 0とし、時刻ｔ 1の観測値 xがモデルによ
る予測値で得られたとする。このとき、時刻ｔ 1における予測値の確率分布を過去の実測
値から求めておき、観測値 xの確率Ｐ (ｘ )を算出する。
【００３６】
例えば、時刻ｔ 1における確率分布が正規分布に従うとすると、観測値 xに対する確率Ｐ (
ｘ )は、数式１で求められる。ここで、σは分散，μは平均，△ xは十分小さい正の値を表
す。
【００３７】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
観測値 xが平均から離れると、Ｐ (ｘ )は小さくなり、過去の実測値から得られる正常な範
囲から外れることを意味する。そこで、この確率Ｐ (ｘ )を用いて、数式２により、異常確
率を算出する。
【００３８】
【数２】
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数式２によれば、観測値 xが正常値から外れると、異常確率が大きくなる。
【００３９】
ここで考慮した時刻ｔ 0とｔ 1の差ｔ 1－ｔ 0を異常発生までの残り時間とする。
【００４０】
図３は、原子力プラントの再循環ポンプを対象として、故障モードがプラントに及ぼす影
響度を解析した例を示す図である。
【００４１】
機器データベース２には、図３に示すように、機種に応じて構成要素，故障モード，故障
原因，故障の影響，影響度が記述されている。ここでは、影響度が最も高いプラント停止
に至る故障モードを５とし、影響度を１～５段階で分類しているが、本発明は、このよう
な分類方式には限定されない。
【００４２】
ただし、この影響度は、経年劣化に起因する故障に関するものであるため、そのまま使用
すると機器異常による影響度にならない。そこで、各故障モードを頂上現象としたフォー
ルトツリー解析を実施し、異常要因に対する各故障モードとの関係を解析し、機器異常に
よる影響度を算出することにする。
【００４３】
図４は、原子力プラントの再循環ポンプについて、シール室圧力異常を頂上現象として故
障に至る異常要因を解析した例を示す図である。
【００４４】
原子力プラントの再循環ポンプは、ステンレス鋼製の単段，二重渦巻形の立型遠心ポンプ
である。その軸シールは、一段で全圧力をシール可能なメカニカルシールを二段直列に配
置してある。
【００４５】
各シールにかかる圧力を等分するために、シール水の一部を外部に流出させるコントロー
ル・ブリードオフを実施している。各シールを監視するため、一段目および二段目のシー
ル室圧力と温度とを測定し、二段目シールからの漏えい量とコントロール・ブリードオフ
量とを測定している。
【００４６】
図４に示すように、シール室圧力異常１０をフォールトツリー解析の頂上現象とすると、
異常要因は、漏えい量異常１２，コントロール・ブリードオフ量異常１３，一段目シール
室圧力異常１４，二段目シール室圧力異常１５，一段目シール室温度異常１６，二段目シ
ール室温度異常１７からなり、ＯＲゲート１１を介して、頂上現象に接続されている。
【００４７】
また、それぞれの異常要因に状態診断部４で算出された異常確率を当てはめると、各異常
要因によるシール室圧力異常の確率が算出される。
【００４８】
一般に、ＯＲゲートを介したフォールトツリーにおいては、いずれかの要因が異常となれ
ば、上位の事象が発生するので、数式３を用いて確率を決定する。ここで、Ｐ UORはＯＲ
ゲートの上位事象，Ｐ 1はその要因事象，Ｉは添え字 iの集合を表す。
【００４９】
【数３】
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この場合、上位事象であるシール室圧力異常１０が発生する確率Ｐ PLRlは、漏えい量異常
１２の確率Ｐ 1，コントロール・ブリードオフ量異常１３の確率Ｐ 2，一段目シール室圧力
異常１４の確率Ｐ 3，二段目シール室圧力異常１５の確率Ｐ 4，一段目シール室温度異常１
６の確率Ｐ 5，二段目シール室温度異常１７の確率Ｐ 6のうちで、一番大きい確率の値を選
択することになる。このとき求めた頂上事象の発生確率を異常による故障モード発生確率
とする。
【００５０】
一方、頂上事象がその異常要因のＡＮＤ関係で成立する場合も考慮しなければならない。
【００５１】
図５は、機器データベースに格納されている故障に至る異常要因のＡＮＤ関係で頂上事象
が生ずる場合を説明する図である。異常要因は、異常事象Ａ２２と異常事象Ｂ２３とから
なり、ＡＮＤゲート２１を介して、頂上事象Ａ２０に接続されている。
【００５２】
この場合も、各異常事象に状態診断部４で算出された異常確率を当てはめ、数式４により
、頂上事象Ａ２０が発生する確率を求める。ここで、Ｐ UANDはＡＮＤゲートの頂上事象が
発生する確率、Ｐ j(j＝１ ,… ,N)は頂上事象の要因となる異常事象を表す。
【００５３】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各異常要因がＡＮＤ関係であることから、それぞれの確率が高くなければ、上位である事
象が発生しないので、各異常事象の確率の平均値を設定する。ここでも、得られた頂上事
象の発生確率を異常による故障モード発生確率とする。
【００５４】
図６は、プラント運転影響評価部の処理手順を示すフローチャートである。この一連の処
理を全ての機器の全ての故障モードについて実施する。
【００５５】
ステップ１００：異常確率が算出されているかを確認する。
【００５６】
ステップ１０１：異常確率が算出されていなければ、異常確率を算出する。
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【００５７】
ステップ１０２：次に、異常による故障モード発生確率が算出されているかを確認する。
【００５８】
ステップ１０３：算出されていなければ、異常による故障モード発生確率を算出する。
【００５９】
ステップ１０４：機器情報データベース３を参照し、該当機器がオンラインメンテナンス
可能であるかどうかを確認する。オンラインメンテナンスが可能であれば、運転中待機系
数が減少した状態における点検となるので、その影響度を通常の影響よりも大きくするた
めに、点検情報係数αを１以上に設定する。点検情報係数αは、機器の機能や設置場所お
よび待機系数の大小などを考慮して決定する。オンラインメンテナンスが可能でなければ
、定期検査における実施となるため、点検情報係数 (α )は１に設定する。
【００６０】
ステップ１０５：最後に、異常による故障モード発生確率に、その故障モードの影響度お
よび点検情報係数 (α )をそれぞれ乗算し、それを評価値とする。
【００６１】
図７は、点検方法／時期決定部の処理手順を示すフローチャートである。
【００６２】
ステップ１１０：まず、該当機器がオンラインメンテナンス可能であるかを確認する。
【００６３】
ステップ１１１：オンラインメンテナンスが可能であれば、状態監視保全を選択する。
【００６４】
ステップ１１５：そうでなければ、時間計画保全を選択する。
【００６５】
ステップ１１２：状態監視保全１１１の場合、プラント運転影響度評価部５で算出された
評価値をしきい値と比較する。
【００６６】
ステップ１１３：評価値がしきい値よりも大きければ、状態診断部４で求めた異常発生ま
での残り時間内に点検時期を設定する。
【００６７】
ステップ１１４：そうでなければ、点検時期延長が可能とする。
【００６８】
ステップ１１６：時間計画保全１１５の場合、プラント運転影響度評価部５で算出された
評価値をしきい値と比較する。
【００６９】
ステップ１１７：評価値がしきい値よりも大きければ、次回の定期検査における検査を設
定する。
【００７０】
ステップ１１４：そうでなければ、点検時期延長が可能とする。
【００７１】
ここまでは、機器異常のプラント運転への影響度を評価し、この影響度に基づき、各機器
の点検方法および点検時期を決定する基本的方式について説明した。
【００７２】
現実には、点検時期が延長された場合またはオンラインメンテナンスを実施できない機器
で評価値がしきい値よりも大きい場合などは、プラントのより一層の安全性を考慮して、
状態監視によるモニタリングに評価情報を反映する必要がある。
【００７３】
本発明では、このようなことも考慮して、点検方法／時期決定部で得られた情報を状態診
断部４にフィードバックし、モニタリングに反映する機能を備えている。
【００７４】
図８は、点検方法および点検時期が決定した情報に基づいて、状態診断部で異常確率を算

10

20

30

40

50

(9) JP 3968656 B2 2007.8.29



出する方法を示す図である。
【００７５】
図２の場合と同様に、ｔ 0はモデルに与える初期値の時刻であり、時刻ｔ lの観測値 xをモ
デルの出力である予測値により得たとする。観測値 xの対象となる機器が、点検方法／時
期決定部６において、点検時期延長可能と判定され、点検時期延長と決定したとする。
【００７６】
この場合、安全性を保つためにも、従来よりも少し厳しい基準で状態を監視する必要があ
る。そこで、時刻ｔ 1における確率分布の形状を変更して、監視基準を厳しくする。
【００７７】
図２の場合は、確率分布が正規分布に従うと仮定したので、この仮定を継続する。数式１
における分散σを小さくすると、分布が平均μの近傍で盛り上がる形状となる。そのため
、同じ観測値 xでも、分布の裾のほうに対応するため、確率Ｐ′ (ｘ )は、確率Ｐ (x)よりも
小さくなる。すなわち、数式２から、異常確率は、確率Ｐ (ｘ )のときと比べて大きくなる
。その結果、正常値からのずれによる感度が高くなり、通常よりも厳しい基準で状態を監
視できる。
【００７８】
【実施形態２】
図９は、本発明によるプラント機器の保守支援装置の実施形態２の構成を示すブロック図
である。本実施形態１のプラント機器の保守支援装置は、観測値データベース１と、機器
データベース２と、点検情報データベース３と、状態診断部４と、プラント運転影響度評
価部５と、点検方法／時期決定部６と、表示部７と、保存部８とを備えている。本実施形
態２の状態診断部４は、実施形態１のモデル作成手段４１，モデル計算手段４２，異常確
率計算手段４３に加えて、状態推定手段４４を含んでいる。
【００７９】
観測値データベース１は、プラントから得られる観測値を格納している。また、同じ観測
値でも、点検時期から経過した時間毎に観測値を並べ替えることができる。さらに、オン
ラインで状態監視が可能となるように、プラントから得られた観測値を格納するとともに
、状態診断部４にその観測値を送る機能も備えている。
【００８０】
機器データベース２には、プラントの構成機器に関する設計データと、故障および異常と
なる観測値のしきい値と、故障モード影響度解析により予め得られた解析データと、故障
モード影響度解析の各故障モードを頂上現象としたフォールトツリー解析による解析デー
タとが格納されている。
【００８１】
点検情報データベース３は、点検方法と、点検時期の履歴と、オンラインメンテナンスが
可能な場合の点検情報係数 (α )とを格納している。
【００８２】
状態診断部４は、機器の任意時刻における異常確率を算出する。状態診断部４の中で、モ
デル作成手段４１は、観測値データベース１に納められている過去の実測値に基づいて機
器のモデルを作成する。モデル計算手段４２は、作成されたモデルを用いて、機器の任意
の状態量を計算する。異常確率計算手段４３は、その状態量に基づいて異常確率を計算す
る。状態推定手段４４は、取得できる実測値に基づいて、センサなどで直接観測できない
状態量を推定する。
【００８３】
任意時刻の予測値を得るために、観測値データベース１に格納されている実測値に基づい
てモデル作成手段４１でモデルを作成しておく。モデル作成手段４１では、観測値を状態
量として種々のモデルを使用できる。モデルとしては、ＡＲＭＡモデルなどに代表される
統計的モデル，物理モデル，伝達関数やニューラルネットワークに代表されるブラックボ
ックスモデルなどがあり、各機器から得られる観測値や異常診断の種類に応じて選択する
。
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【００８４】
本実施形態２の状態推定手段４４は、点検方法や点検時期を決定する際に必要となる機器
の状態量が実測値として得られない場合に、観測できない機器の状態量を推定する。モデ
ル作成手段４１は、実測値とともに、状態推定手段４４により推定された機器の状態量を
取り込んでモデルを作成する。
【００８５】
ここで、観測できない状態量とは、リアルタイムに観測できないことを意味し、分解点検
などを実施したときは、計測して得られる量である。この分解点検時にだけ得られる実測
値に基づいて、状態推定をするモデルを規定する。
【００８６】
観測できない状態量を観測できる状態量から推定する場合には、例えば、因子分析や主成
分分析などを用いて、観測できる状態量の中でどの状態量が観測できない状態量に関係し
ているかを求め、強く関係している状態量に基づいて回帰モデルに代表される統計的モデ
ル，伝達関数やニューラルネットワークに代表されるブラックボックスモデルでモデルを
作成する。
【００８７】
また、機器によっては、物理モデルを定義できる場合もある。このときには、カルマンフ
ィルタのような状態推定手法を用いる。
【００８８】
モデル計算手段４２は、得られた実測値を初期値としてモデルに入力し、作成されたモデ
ルを用いて、機器の任意の状態量を計算する。異常確率計算手段４３は、その状態量に基
づいて異常確率を計算する。
【００８９】
プラント運転影響度評価部５は、故障モード影響度解析により予め得られた各機器の故障
モードに対応するプラントへの影響度と、各機器の故障モードを頂上現象としたフォール
トツリー解析を実施した結果による異常影響度とを算出し、状態診断部４で算出した異常
確率と点検情報データベース３に格納されている点検情報係数 (α )とを用いて、プラント
運転への影響度を評価する。
【００９０】
点検方法／時期決定部６は、プラント運転影響度評価部５で得られた評価結果と点検情報
データベース３および状態診断部４から得られた異常発生までの残り時間とを考慮し、各
機器の点検方法および点検時期を決定する。
【００９１】
表示部７は、点検方法／時期決定部６で決定された点検方法および点検時期を表示する。
表示部７は、状態診断部４における診断結果も併せて表示できるようにしてもよい。
【００９２】
保存部８は、点検方法および点検時期を決定するまでに用いた情報を一括して保存する。
決定した点検方法および点検時期の情報は、点検情報データベース３と、状態診断部４と
、プラント運転影響度評価部５とにそれぞれ反映される。
【００９３】
特に、状態診断部４では、点検方法および点検時期を考慮したオンラインでの状態監視を
実施し、プラント運転の安全性を確保するための支援が可能となっている。
【００９４】
上記実施形態１，２では、本発明を原子力発電プラントの構成機器に適用しているが、本
発明の適用対象は、原子力発電プラントに限定されない。例えば、火力発電プラントや化
学プラントに代表される大規模なシステムの構成機器についても観測値が得られ、各機器
の情報や保守の履歴などが管理されているので、本発明はこれらの保守支援にも適用でき
る。
【００９５】
【発明の効果】
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本発明によれば、プラントの実測値および予測値に基づいて、任意時刻における機器の異
常確率を算出して、その機器が異常に至った際のプラント運転への影響度を評価するので
、経年劣化と関係が無い場合でも、機器の点検手法および点検時期を決定できるプラント
機器の保守支援装置が得られる。
【００９６】
また、決定された点検手法および点検時期の情報を状態診断および影響度に反映させ、点
検時期を考慮した状態監視や点検手法を考慮した影響評価ができる。
【００９７】
さらに、点検方法や点検時期を決定する際に必要となる機器の状態量が実測値として得ら
れない場合に、観測できない機器の状態量を推定することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるプラント機器の保守支援装置の実施形態１の構成を示すブロック図
である。
【図２】実施形態１の状態診断部４において異常確率を算出する方法を示す図である。
【図３】原子力プラントの再循環ポンプを対象として、故障モードがプラントに及ぼす影
響度を解析した例を示す図である。
【図４】原子力プラントの再循環ポンプについて、シール室圧力異常を頂上現象として故
障に至る異常要因を解析した例を示す図である。
【図５】機器データベースに格納されている故障に至る異常要因のＡＮＤ関係で頂上事象
が生ずる場合を説明する図である。
【図６】プラント運転影響評価部の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】点検方法／時期決定部の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】点検方法および点検時期が決定した情報に基づいて、状態診断部で異常確率を算
出する方法を示す図である。
【図９】本発明によるプラント機器の保守支援装置の実施形態２の構成を示すブロック図
である。
【符号の説明】
１　観測値データベース
２　機器データベース
３　点検情報データベース
４　状態診断部
５　プラント運転影響度評価部
６　点検方法／時期決定部
７　表示部
８　保存部
１０　シール室圧力異常
１１　ＯＲゲート
１２　漏えい量異常
１３　コントロール・ブリードオフ量異常
１４　一段目シール室圧力異常
１５　二段目シール室圧力異常
１６　一段目シール室温度異常
１７　二段目シール室温度異常
２０　頂上事象Ａ
２１　ＡＮＤゲート
２２　異常事象Ａ
２３　異常事象Ｂ
４１　モデル作成手段
４２　モデル計算手段
４３　異常確率計算手段
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４４　状態推定手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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